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規 則

�愛媛県規則第５８号
水産業協同組合法施行細則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

水産業協同組合法施行細則等の一部を改正する規則

（水産業協同組合法施行細則の一部改正）

第１条 水産業協同組合法施行細則（昭和３３年愛媛県規則第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３条 省略

（成立の届出）

第４条 組合は、法第８５条の２第４項の規定により成立の届出をし

ようとするときは、届出書に登記事項証明書及び定款のほか、次

に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

� 組合員名簿

� 組合の営む事業に常時従事する者の名簿

（総会又は総代会の決議に関する報告）

第５条 省略

（役員の就任等 に関する報告）

第６条 省略

２ 組合は、代表理事、組合長、経営管理委員長若しくは組合の常

務に従事する役員が定まつたとき、又は会計監査人若しくは参事

若しくは会計主任を選任したときは、直ちにその職及び氏名又は

名称並びにその経歴の概要を報告しなければならない。

３ 前項の役員等又は職員が退職し、又は死亡したときは、直ちに

その職及び氏名又は名称並びにその異動の事由を報告しなければ

ならない。

（定款変更認可申請等）

第７条 省略

２ 出資１口の金額を減少する場合の定款変更認可申請書には、前

項の書類のほか、次に掲げる事項に関する監事又は会計監査人の

証明書を添付しなければならない。

�・� 省略

３ 組合は、法第４８条第４項の規定若しくはこれを準用する規定又

は法第８４条の７第２項の規定により定款変更の届出をしようとす

るときは、届出書に次に掲げる書類を添えて提出しなければなら

ない。

�・� 省略

４ 出資１口の金額を減少する場合の前項の届出書には、同項の書

類のほか、第２項に掲げる事項に関する監事の証明書（監事を置

かない組合にあつては、当該事項を記載した書面）を添付しなけ

ればならない。

（信用事業規程の変更の届出）

第８条 組合は、法第１１条の５第４項の規定又はこれを準用する規

定により信用事業規程の変更の届出をしようとするときは、届出

書に前条第３項 に掲げる書類を添えて提出しなければならな

い。

第９条 省略

第１０条 省略

第３条 省略

（総会又は総代会の議決に関する報告）

第４条 省略

（役員又は参事、会計主任の変更に関する報告）

第５条 省略

２ 組合は、代表理事、組合長、経営管理委員長若しくは組合の常

務に従事する役員が定まつたとき、又は 参事

若しくは会計主任を選任したときは、直ちにその職、氏名及び

経歴の概要を報告しなければならない。

３ 前項の役職員が退職 又は死亡したときは、直ちに

その職、氏名及び 異動の事由を報告しなければ

ならない。

（定款変更認可申請等）

第６条 省略

２ 出資１口の金額を減少する場合の定款変更認可申請書には、前

項の書類のほか、次に掲げる事項に関する監事 の

証明書を添付しなければならない。

�・� 省略

３ 組合は、法第４８条第４項の規定又は これを準用する規定

により定款変更の届出をしようとす

るときは、届出書に次に掲げる書類を添えて提出しなければなら

ない。

�・� 省略

（信用事業規程の変更の届出）

第７条 組合は、法第１１条の４第４項の規定又はこれを準用する規

定により信用事業規程の変更の届出をしようとするときは、届出

書に前条第３項各号に掲げる書類を添えて提出しなければならな

い。

第８条 省略

第９条 省略
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（地方公共団体等に対する貸付けの最高限度の認可申請）

第１１条 組合は、法第１１条の７の規定又はこれを準用する規定によ

り一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対

する貸付けの総額の最高限度の認可を申請しようとするときは、

申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

� 理事会（法第３４条の２第４項に規定する経営管理委員設置組

合（以下「経営管理委員設置組合」という。）にあつては、経

営管理委員会）の議事録謄本

�～� 省略

（共済規程設定認可申請等）

第１２条 省略

２ 組合は、法第１５条の２第２項の規定又はこれを準用する規定に

より共済規程の変更の認可を申請しようとするときは、申請書に

次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

� 総会又は総代会（法第４８条第５項の規定又はこれを準用する

規定により共済規程の変更について理事会で決議した場合にあ

つては、理事会）の議事録抄本

�・� 省略

３・４ 省略

第１３条 省略

（解散の決議の認可申請）

第１４条 組合は、法第６８条第２項若しくは第９１条第２項の規定又は

これらの規定を準用する規定により解散の決議の認可を申請しよ

うとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなけれ

ばならない。

� 省略

� 貸借対照表

�～� 省略

（解散の届出）

第１５条 組合は、法第６８条第６項若しくは第９１条第６項の規定又は

これらの規定を準用する規定により解散の届出をしようとすると

きは、 届出書に次に掲げる書類を添えて提出しなければな

らない。

� 理事会（経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委

（地方公共団体等に対する貸付けの最高限度の認可申請）

第１０条 組合は、法第１１条の５の規定又はこれを準用する規定によ

り一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対

する貸付けの総額の最高限度の認可を申請しようとするときは、

申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

� 理事会（法第３４条の２第３項の組合

にあつては、経

営管理委員会）の議事録謄本

�～� 省略

（共済規程設定認可申請等）

第１１条 省略

２ 組合は、法第１５条の２第２項の規定又はこれを準用する規定に

より共済規程の変更の認可を申請しようとするときは、申請書に

次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

� 総会又は総代会（法第４８条第５項の規定又はこれを準用する

規定により共済規程の変更について理事会で議決した場合にあ

つては、理事会）の議事録抄本

�・� 省略

３・４ 省略

第１２条 省略

（監査規程設定認可申請等）

第１３条 組合は、法第８７条の２第１項前段の規定又はこれを準用す

る規定により監査規程の設定の認可を申請しようとするときは、

申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

� 総会又は総代会の議事録謄本

� 監査規程

� 設定理由書

２ 組合は、法第８７条の２第１項後段の規定又はこれを準用する規

定により監査規程の変更の認可を申請しようとするときは、申請

書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

� 総会又は総代会の議事録抄本

� 変更理由書

� 変更しようとする新旧条文（全面変更の場合は、新旧の監査

規程）

３ 組合は、法第８７条の２第１項後段の規定又はこれを準用する規

定により監査規程の廃止の認可を申請しようとするときは、申請

書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

� 前項第１号に掲げる書類

� 廃止理由書

（解散の決議の認可申請）

第１４条 組合は、法第６８条第２項若しくは第９１条第２項の規定又は

これらの規定を準用する規定により解散の決議の認可を申請しよ

うとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなけれ

ばならない。

� 省略

� 財産目録及び貸借対照表

�～� 省略

（解散の届出）

第１５条 組合は、法第６８条第５項若しくは第９１条第５項の規定又は

これらの規定を準用する規定により解散した と

きは、直ちに届出書に次に掲げる書類を添えて提出しなければな

らない。

� 理事会（法第３４条の２第３項の組合にあつては、経営管理委

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号
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員会）の議事録謄本

�・� 省略

２ 組合は、法第９１条第４項の規定又はこれを準用する規定により

解散の届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて提出

しなければならない。

� 法第９１条第１項第１号の事由により解散した場合 解散を決

議した総会の議事録謄本及び解散の登記に係る登記事項証明書

� 法第９１条第１項第４号の事由により解散した場合 解散の登

記に係る登記事項証明書

� 法第９１条第１項第６号の事由により解散した場合 前項に掲

げる書類

（合併認可申請）

第１６条 組合（法第５４条の２第１項に規定する信用事業実施組合及

び省令第２１０条第１項に規定する共済事業実施組合（以下「信用

事業実施組合等」という。）を除く。）又は法第７０条第１項の規

定による組合の設立委員（信用事業実施組合等の設立委員を除

く。）は、法第６９条第２項又はこれを準用する規定により合併の

認可を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え

て提出しなければならない。

� 省略

� 合併しようとする各組合の合併を決議した総会（法第６９条の

２第１項に規定する場合にあつては、合併によつて消滅する組

合の合併を決議した総会及び合併後存続する組合の合併を決議

した総会又は理事会（経営管理委員設置組合 にあつては、

経営管理委員会））の議事録謄本及び財産目録又は貸借対照表

�・� 省略

（合併の届出）

第１７条 組合は、法第８５条の５第３項の規定により合併の届出をし

ようとするときは、届出書に登記事項証明書（合併によつて設立

した組合にあつては、登記事項証明書及び定款）のほか、次に掲

げる書類を添えて提出しなければならない。

� 組合員名簿

� 組合の営む事業に常時従事する者の名簿

� 合併前の各組合の合併を決議した総会の議事録謄本及び貸借

対照表

（組合員の請求権行使の場合の措置）

第１８条 組合は、次に掲げる請求を受けたときは、直ちにその請求

書の写しに請求に対する処置方針を記載した書類を添えて報告し

なければならない。

� 法第４７条の２第２項又はこれを準用する規定による総会又は

総代会招集の請求

�～� 省略

第１９条 省略

第２０条 省略

第２１条 省略

（登記完了の報告）

第２２条 組合は、組合等登記令（昭和３９年政令第２９号）第２条から

第７条まで、第８条及び第１０条から第１３条までの規定による登記

を完了したときは、法、省令又はこの規則の規定により登記事項

証明書を添えて届け出る場合を除き、当該登記完了後２週間以内

に、登記事項証明書を添えて報告しなければならない。

第２３条 省略

員会）の議事録謄本

�・� 省略

（合併認可申請）

第１６条 組合（法第５４条の２第１項に規定する信用事業実施組合及

び省令第２１０条第１項に規定する共済事業実施組合（以下「信用

事業実施組合等」という。）を除く。）又は法第７０条第１項の規

定による組合の設立委員（信用事業実施組合等の設立委員を除

く。）は、法第６９条第２項又はこれを準用する規定により合併の

認可を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え

て提出しなければならない。

� 省略

� 合併しようとする各組合の合併を議決した総会（法第６９条の

２第１項に規定する場合にあつては、合併によつて消滅する組

合の合併を議決した総会及び合併後存続する組合の合併を議決

した総会又は理事会（法第３４条の２第３項の組合にあつては、

経営管理委員会））の議事録謄本、財産目録及び 貸借対照表

�・� 省略

（組合員の請求権行使の場合の措置）

第１７条 組合は、次に掲げる請求を受けたときは、直ちにその請求

書の写 に請求に対する処置方針を記載した書類を添えて報告し

なければならない。

� 法第４７条の３第２項又はこれを準用する規定による総会又は

総代会招集の請求

�～� 省略

第１８条 省略

第１９条 省略

第２０条 省略

（登記完了の報告）

第２１条 組合は、法第１０１条から第１０７条まで及び第１０９条から第１１２

条 までの規定による登記

を完了したときは

、当該登記完了後２週間以内

に、登記事項証明書を添えて報告しなければならない。

第２２条 省略
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（愛媛県自然環境保全条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県自然環境保全条例施行規則（昭和４９年愛媛県規則第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（提出書類の様式）

第２４条 法、信用事業命令又はこの規則の規定により提出する書類

の様式は別にこれを定める。

（提出書類の様式）

第２３条 法 又はこの規則の規定により提出する書類

の様式は別にこれを定める。

改 正 後 改 正 前

（特別地区内における許可等を要しない行為）

第１８条 条例第２１条第１０項第４号の規則で定める行為は、次に掲げ

るものとする。

� 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲

げるもの

ア～ウ 省略

エ 漁港漁場整備法第３条第１号に掲げる施設、同条第２号

イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設（同号イに掲げる施

設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる

施設については公共施設用地に限る。）、特別地区が指定さ

れ、若しくはその区域が拡張された際現に同法第４０条の規定

により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により

漁港施設とみなされた施設であつて条例第２１条第４項の規定

による許可を受けて設置されたもの（条例第２６条第１項後段

の規定による協議に係るものを含む。）を改築し、又は増築

をすること。

オ～ネ 省略

�～� 省略

� 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 省略

イ 水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）第２１条第１項に

規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

ウ～ケ 省略

� 省略

（普通地区内における届出等を要しない行為）

第２５条 条例第２３条第６項第５号の規則で定める行為は、次

に掲げるものとする。

�～� 省略

� 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 水産資源保護法第２１条第１項に規定する保護水面の管理計

画に基づいて行う行為

イ～オ 省略

� 省略

（許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等）

第２７条 条例第２１条第４項若しくは第２２条第３項第７号の規定によ

る許可を受けた行為又は条例第２３条第１項の規定による届出を了

した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては

、第１４条第２項、第２１条第２項又は第２２条第２項の規定によ

り申請書又は届出書に添付しなければならない図面及び書類（以

下この条において「添付図書」という。）のうち、その変更に関

する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。

２・３ 省略

様式第２号（第１４条関係） 特別地区内行為許可申請書

様式第２号（その１）～（その４） 省略

（特別地区内における許可等を要しない行為）

第１８条 条例第２１条第１０項第４号の規則で定める行為は、次に掲げ

るものとする。

� 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲

げるもの

ア～ウ 省略

エ 漁港漁場整備法第３条第１号に掲げる施設、同条第２号

イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設（同号イに掲げる施

設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる

施設については公共施設用地に限る。）特別地区 が指定さ

れ、若しくはその区域が拡張された際現に同法第４０条の規定

により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により

漁港施設とみなされた施設であつて条例第２１条第４項の規定

による許可を受けて設置されたもの（条例第２６条第１項後段

の規定による協議に係るものを含む。）を改築し、又は増築

をすること。

オ～ネ 省略

�～� 省略

� 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 省略

イ 水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）第１７条第１項に

規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

ウ～ケ 省略

� 省略

（普通地区内における届出等を要しない行為）

第２５条 条例第２３条第６項第５号の規則で定める行為は、次の各号

に掲げるものとする。

�～� 省略

� 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 水産資源保護法第１７条第１項に規定する保護水面の管理計

画に基づいて行う行為

イ～オ 省略

� 省略

（許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等）

第２７条 条例第２１条第４項若しくは第２２条第３項第７号の規定によ

る許可を受けた行為又は条例第２３条第１項の規定による届出を了

した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、第１３条第

２項、第１４条第２項、第２１条第２項又は第２２条第２項の規定によ

り申請書又は届出書に添付しなければならない図面及び書類（以

下この条において「添付図書」という。）のうち、その変更に関

する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。

２・３ 省略

様式第２号（第１４条関係） 特別地区内行為許可申請書

様式第２号（その１）～（その４） 省略
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（愛媛県自然海浜保全条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県自然海浜保全条例施行規則（昭和５５年愛媛県規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則の一部改正）

第４条 愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則（平成２０年愛媛県規則第５５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第２号（その５） 様式第２号（その５）

省略 省略

注１・２ 省略

３ 「備考」欄には、当該行為地が河川法（昭和３９年法律第

１６７号）の適用を受ける河川であるときは、同法第２３条、

第２４条から第２７条まで及び第２９条の規定による許可並びに

同法第２３条の２の規定による登録を受けた内容を記入する

こと。

４ 省略

様式第２号（その６）～（その１１） 省略

様式第６号（第２２条関係） 普通地区内行為届出書

様式第６号（その１）～（その４） 省略

様式第６号（その５）

注１・２ 省略

３ 「備考」欄には、当該行為地が河川法（昭和３９年法律第

１６７号）の適用を受ける河川であるときは、同法第２３条

から第２７条まで及び第２９条の規定による許可

を受けた内容を記入する

こと。

４ 省略

様式第２号（その６）～（その１１） 省略

様式第６号（第２２条関係） 普通地区内行為届出書

様式第６号（その１）～（その４） 省略

様式第６号（その５）

省略 省略

注１・２ 省略

３ 「備考」欄には、当該行為地が河川法（昭和３９年法律第

１６７号）の適用を受ける河川であるときは、同法第２３条、

第２４条から第２７条まで及び第２９条の規定による許可並びに

同法第２３条の２の規定による登録を受けた内容を記入する

こと。

４ 省略

注１・２ 省略

３ 「備考」欄には、当該行為地が河川法（昭和３９年法律第

１６７号）の適用を受ける河川であるときは、同法第２３条

から第２７条まで及び第２９条の規定による許可

を受けた内容を記入する

こと。

４ 省略

改 正 後 改 正 前

（届出等があつたとみなされる行為）

第６条 条例第５条第３項に規定する規則で定める法令の規定に基

づく許可等又は届出等は、次 に掲げるものとする。

�・� 省略

� 国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１８条第６項の規定によ

る許可

�～� 省略

� 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５３条第１項の規定に

よる許可（都市計画施設のうち公園及び緑地の区域内における

建築物の建築に係るものに限る。）及び当該許可について同条

第２項の規定において準用する同法第５２条の２第２項の規定に

よる協議

（届出等の対象とならない行為）

第８条 条例第５条第４項第３号に規定する規則で定める行為は、

次 に掲げるものとする。

�～� 省略

� 水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）第２１条第１項に規

定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

	～
 省略

（届出等があつたとみなされる行為）

第６条 条例第５条第３項に規定する規則で定める法令の規定に基

づく許可等又は届出等は、次の各号に掲げるものとする。

�・� 省略

� 国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１８条第３項の規定によ

る許可

�～� 省略

� 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５３条第１項の規定に

よる許可（都市計画施設のうち公園及び緑地の区域内における

建築物の建築に係るものに限る。）及び当該許可について同条

第２項の規定において準用する同法第４２条第２項 の規定に

よる協議

（届出等の対象とならない行為）

第８条 条例第５条第４項第３号に規定する規則で定める行為は、

次の各号に掲げるものとする。

�～� 省略

� 水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）第１７条第１項に規

定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

	～
 省略
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附 則

この規則は、令和２年１２月１日から施行する。

�愛媛県規則第５９号
愛媛県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則を次のように定める。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、漁業法（昭和２４年法律第２６７号。以下「法」という。）第２６条第１項及び第３０条第１項の規定に基づき、特定水産資

源（法第１１条第２項第３号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。）の漁獲量等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。

（漁獲量等の報告の方法）

第２条 法第２６条第１項及び第３０条第１項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出して

行うものとする。

� 漁獲割当管理区分（法第１７条第１項に規定する漁獲割当管理区分をいう。以下同じ。） 漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分）（様

式第１号）

� 漁獲割当管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分（法第３０条第１項に規定する漁獲努力量管理区分をいう。以下同じ。）を除

く。） 漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。））（様式第２号）

� 漁獲努力量管理区分 漁獲努力量等報告書（様式第３号）

２ 前項の報告書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者

若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便で提出した場合においては、特定水産資源を陸揚げ

した日から知事に報告するまでの期間の計算について、送付に要した日数は、算入しない。

（代理人による報告）

第３条 法の規定に基づく報告をしようとする者が、代理人によって当該報告をする場合には、委任状（様式第４号）を知事に提出しなけ

ればならない。

（書類の経由）

第４条 この規則の規定により知事に提出する書類は、所轄の地方局の長を経由しなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年１２月１日から施行する。

（愛媛県海洋生物資源の採捕数量、漁獲努力量等の報告に関する規則の廃止）

改 正 後 改 正 前

（特定希少野生動植物保護区における許可を要しない行為）

第１３条 条例第２０条第６項第２号の規則で定める行為は、次に掲げ

るものとする。

�～� 省略

� 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 省略

イ 保安林の区域等における森林法第３４条第２項各号に該当す

る場合の同項（同法第４４条において準用する場合を含む。）

に規定する行為（森林法施行規則（昭和２６年農林省令第５４

号）第６３条第１項第１号 に規定する事業又は工事を実施

する行為にあっては条例第２０条第１項第１２号及び第１３号に掲

げるものを、その他の行為にあっては同項第９号

及び第１１号から第１３号までに掲げるものを除く。）

ウ 水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）第２１条第１項に

規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為（条例第２０

条第１項第７号及び第１０号から第１３号までに掲げるものを除

く。）

エ～ス 省略

� 省略

（特定希少野生動植物保護区における許可を要しない行為）

第１３条 条例第２０条第６項第２号の規則で定める行為は、次に掲げ

るものとする。

�～� 省略

� 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 省略

イ 保安林の区域等における森林法第３４条第２項各号に該当す

る場合の同項（同法第４４条において準用する場合を含む。）

に規定する行為（森林法施行規則（昭和２６年農林省令第５４

号）第２２条の１１第１項第１号に規定する事業又は工事を実施

する行為にあっては条例第２０条第１項第１２号及び第１３号に掲

げるものを、その他の行為にあっては条例第２０条第１項第９

号及び第１１号から第１３号までに掲げるものを除く。）

ウ 水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）第１７条第１項に

規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為（条例第２０

条第１項第７号及び第１０号から第１３号までに掲げるものを除

く。）

エ～ス 省略

� 省略
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２ 愛媛県海洋生物資源の採捕数量、漁獲努力量等の報告に関する規則（平成８年愛媛県規則第４６号）は、廃止する。

（経過措置）

３ 前項の規定による廃止前の愛媛県海洋生物資源の採捕数量、漁獲努力量等の報告に関する規則の規定は、漁業法等の一部を改正する等

の法律（平成３０年法律第９５号）附則第２８条の規定により同法第６条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平

成８年法律第７７号）の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０１５



様式第１号（第２条関係） 漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分）

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０１６



様式第２号（第２条関係） 漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。））

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０１７



様式第３号（第２条関係） 漁獲努力量等報告書

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０１８



様式第４号（第３条関係） 委任状

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０１９



告 示

��������������

�愛媛県告示第１２５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県規則第６０号
愛媛県特定水産資源の採捕の停止に関する規則を次のように定める。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県特定水産資源の採捕の停止に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、漁業法（昭和２４年法律第２６７号。以下「法」という。）第３３条第２項の規定に基づき、特定水産資源（法第１１条第２

項第３号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。）の採捕の停止に関し必要な事項を定めるものとする。

（特定水産資源の採捕の停止）

第２条 知事が法第３３条第２項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨の告示をしたときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該告示

の日の翌日から同日の属する管理年度（法第１１条第２項第３号に規定する管理年度をいう。）の末日（当該告示において期間を定めた場

合にあっては、当該期間の末日）までの間は、当該告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、知事が同項の告示に係る場合に該当しなくなった旨の告示をしたときは、同項の告示に係る者は、当該該当

しなくなった旨の告示をした日から同項の告示に係る特定水産資源の採捕をすることができる。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年１２月１日から施行する。

（愛媛県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則の廃止）

２ 愛媛県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則（平成３０年愛媛県規則第５２号）は、廃止する。

（経過措置）

３ 前項の規定による廃止前の愛媛県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則の規定は、漁業法等の一部を改正する等の法

律（平成３０年法律第９５号）附則第２８条の規定より同法第６条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年

法律第７７号）の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

�愛媛県告示第１２６２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

田 中 歯 科 医 院 宇和島市津島町岩松８０１
の３ 令和２年８月２４日

な い と う 眼 科 宇和島市弁天町三丁目１
番１０号 令和２年１０月１日

広 瀬 ク リ ニ ッ ク 今治市拝志３番１号 令和２年１０月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

田 中 歯 科 医 院 宇和島市津島町岩松８０１
番地の３ 令和２年８月１８日

広 瀬 ク リ ニ ッ ク 今治市拝志３番１号 令和２年１０月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日

町 田 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 八幡浜市４２２番地 令和２年１０月３１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社リハテラス 新居浜市西の土居町一丁目４
番３４号

タートル訪問看護リハステー
ション

新居浜市西の土居町一丁目４
番３４号 令和２年１０月７日

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０２０
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�愛媛県告示第１２６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局今治東店 今治市東村五丁目９番３３号 令和２年１０月１６日

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局北高下店 今治市北高下町二丁目１番３
号 令和２年１０月１６日

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局グラン重信店 東温市野田三丁目１－１３ 令和２年１０月１６日

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局とみす店 大洲市東大洲１４９－３ 令和２年１０月１６日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局今治東店 今治市東村五丁目９番３３号 令和２年１０月１６日

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局北高下店 今治市北高下町二丁目１番３
号 令和２年１０月１６日

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局グラン重信店 東温市野田三丁目１－１３ 令和２年１０月１６日

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局とみす店 大洲市東大洲１４９－３ 令和２年１０月１６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

一般社団法人在宅看護センタ
ー四国

四国中央市土居町上野甲１１９７
－１

日本財団在宅看護センターし
こく

（変更後）
四国中央市三島中央五丁目１３
－２ユーズフラット地上１階
テナント１号室 令和２年１０月１日
（変更前）
四国中央市三島宮川四丁目１０
番７２号ツインズ１０２号

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０２１
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令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ松前店・ドラッグセ
イムス松前筒井店

伊予郡松前町筒井４４
８番地１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか１者

株式会社フジ
ほか３者

令和２年
１１月２１日

令和２年
１１月１７日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２６８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ松前店・ドラッグセ
イムス松前筒井店

伊予郡松前町筒井４４
８番地１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

株式会社フジ
午前７時から午後１１
時まで
株式会社西日本セイ
ムス
午前８時３０分から午
後１１時まで

株式会社フジ
午前７時から午後１１
時まで
株式会社西日本セイ
ムス
午前８時３０分から午
後１１時まで
九州フジパンストア
ー株式会社
午前７時から午後１１
時まで
渡部 哲男
午前７時から午後１１
時まで

令和２年
１１月２１日

令和２年
１１月１７日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

一般社団法人在宅看護センタ
ー四国

四国中央市土居町上野甲１１９７
－１

日本財団在宅看護センターし
こく

（変更後）
四国中央市三島中央五丁目１３
－２ユーズフラット地上１階
テナント１号室 令和２年１０月１日
（変更前）
四国中央市三島宮川四丁目１０
番７２号ツインズ１０２号

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０２２
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�愛媛県告示第１２７０号
令和２年１１月２日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

矢 野 勝 美 愛媛県松山市
愛媛県東温市下林字
石之町甲２８３７番ほか
８筆

８，８２６

矢 野 登 愛媛県東温市
愛媛県東温市上村字
苅戸口甲４５４番２ほ
か２筆

３，８５５

大 島 春 樹 愛媛県東温市 愛媛県東温市牛渕字
葛原９６７番ほか４筆 ６，８３６

２ 認可年月日

令和２年１１月１６日

�������
�愛媛県告示第１２７１号
令和２年１１月２日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

栗林農園株式会
社 愛媛県東温市 愛媛県東温市田窪字

大坪９９３番ほか１５筆 １２，８４６

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２６９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイレックス松山店 松山市宮西一丁目１５
０番１ 駐輪場の位置及び収容台数 １箇所

４０台
２箇所
６６台

令和２年
１２月１０日

令和２年
１１月１７日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０２３
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山 内 誠 治 愛媛県東温市
愛媛県東温市田窪字
大坪９７６番１ほか２
筆

２，６３１

上 岡 尚 愛媛県松山市
愛媛県東温市田窪字
大坪９２２番１ほか２０
筆

１７，６２０

八 木 伸 泰 愛媛県東温市
愛媛県東温市田窪字
大坪９８７番１ほか２０
筆

２２，７７８

大 島 春 樹 愛媛県東温市
愛媛県東温市田窪字
大坪９２５番１ほか３
筆

５，３２９

葛 原 孝 志 愛媛県東温市
愛媛県東温市田窪字
大坪９６６番１ほか４
筆

５，７７５

有限会社
ジェイ・ウィン
グファーム

愛媛県東温市
愛媛県東温市北野田
字大地１６８番２ほか
９３筆

７０，５９４

坂 本 美紀春 愛媛県東温市 愛媛県東温市北野田
字大地３６番１ １，３０６

武 智 賢 人 愛媛県東温市
愛媛県東温市田窪字
大坪９１６番１ほか６
筆

６，０５４

２ 認可年月日

令和２年１１月１６日

�������
�愛媛県告示第１２７２号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第３０条の規定に基づ

き、次のとおり消毒方法の実施を命ずる。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の目的

高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため

２ 実施する区域

愛媛県内全域

３ 実施の対象となる範囲

鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥を合計１００

羽以上飼養する農場、だちょうを１０羽以上飼養する農場その他家

畜防疫員が必要と認める家きんを飼養する農場

４ 実施すべき者

３の家きんの所有者

５ 実施の期日

令和２年１２月１日から同月３１日まで

６ 実施の方法

消石灰の農場内散布

�愛媛県告示第１２７３号
海区漁業調整委員会事務所の所在地の指定（昭和３７年７月愛媛県告示第５９７号）の一部を次のように改正し、令和２年１２月１日から施行す

る。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第１２７４号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（南予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西宇和郡伊方町仁田之浜９８１

由 井 保 吉

西宇和郡伊方町豊之浦４８０

井 上 豊 和

西宇和郡伊方町伊方越１１０８

門 田 元
伊 方 八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

改 正 後 改 正 前

漁業法施行令（昭和２５年政令第３０号）第１２条第１項の規定により

海区漁業調整委員会の事務所の所在地を次のように定め、昭和３７年

８月８日から施行し、海区漁業調整委員会の事務所の所在地の指定

に関する件（昭和２５年９月愛媛県告示第４１８号）は、同年８月７日

限り廃止する。

漁業法施行令（昭和２５年政令第３０号）第２条第１項の規定により

海区漁業調整委員会の事務所の所在地を次のように定め、昭和３７年

８月８日から施行し、海区漁業調整委員会の事務所の所在地の指定

に関する件（昭和２５年９月愛媛県告示第４１８号）は、同年８月７日

限り廃止する。

省略 省略

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０２４



��������������

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第１２７５号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令

（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局に備え置いて縦覧に供

する。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 河川の名称

二級河川谷川水系谷川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

令和２年１１月２７日

３ 廃川敷地等の位置

左岸 松山市下難波甲４０番１地先から

松山市下難波甲３７番１地先まで

右岸 松山市下難波甲１３８０番１地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。）５２４．２９平方メートル

�������
�愛媛県告示第１２７６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（空中写真撮影）

２ 作業期間 令和３年１月４日から

３月３１日まで

３ 作業地域 四国中央市

� 縦覧期間

令和２年１１月２７日から１２月１１日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

南予地 方 局 管 内 の 加 入 区 南 予 地 方 局 産 業 経 済 部
八 幡 浜 支 局 水 産 課

�愛媛県告示第１２７７号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

大型乗用自動車（スクールバス）
１台

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年１１月６日

いすゞ自動車中国四国
株式会社
四国支社松山支店
愛媛県松山市土居町５７
５番地

３１，８２９，３９１円 一般競争入札 令和２年９月２５日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－３１）第５２９号 平成３１年
４月１６日 ㈲近藤商会 近藤 孝之 新居浜市八幡３－２－３１ 令和２年

９月３０日 管工事業 建設業の廃業
（一部）

（般－１）第１７３７９号 令和元年
８月１９日 河上設備 河上 幸輝 四国中央市土居町土居７４

７
令和２年
１０月２日 管工事業 建設業の廃業

（般－２７）第５６００号 平成２７年
１０月４日 永橋建設 永橋 善正 新居浜市高津町１－１２ 令和２年

１０月１４日 建築工事業 建設業の廃業

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０２５
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�愛媛県告示第１２８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２８２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和２年１１月２７日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第１２８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１１月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町４０番４から

同町５０８番５まで

旧 ７．９～６０．１ ０．６１８

新 ７．９～６７．０ ０．６１８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町４０番４から

同町５０８番５まで
令和２年１１月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八倉松前線
伊予郡松前町大字浜字今新開８０５番５から

同字７９３番７まで
令和２年１１月２７日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第３０号

令和２年１１月２０日

伊予市米湊字大角藏１５３７番３、１５３７番４、１５３７番５、１５３７番９、１５３７番１２、
１５３７番１３、１５４６番１、１５４６番４、１５５８番６、１５５８番７、１５５８番９、１５５８番
１０、１５５８番１１、１５５８番１２、１５６０番２、１５６０番３、１５６０番４、１５３７番４地先
農道

伊予市米湊８３４番地２０

株式会社 亀岡

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 篠山公園線
南宇和郡愛南町正木３０５４番から

同町正木３０５３番まで
令和２年１１月２７日

愛 媛 県 報令和２年１１月２７日 第１６１号

１０２６



選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５４号
個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成２２年１月愛媛県選挙管理委員会告示第７号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和２年１１月２７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第５５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和２年１１月２７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 公職の種類
（第１号） 届出年月日

代 表 者 会 計 責 任 者

立憲民主党愛媛県第３区総支部 白 石 洋 一 叶 谷 信 之 西条市新田１９７－４ 衆議院議員 令和２年１０月８日

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

立憲民主党愛媛県総支部連合会 白 石 洋 一 渡 部 昭 松山市大手町一丁目１－６ 令和２年１０月１６日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

�橋�美後援会 � 橋 � 美 � 橋 直 克 伊予郡砥部町千足１－１７ 令和２年１０月１日

にいはま未来創生会 伊 藤 � 門 伊 藤 泉 新居浜市中萩町５－１５ 令和２年１０月５日

杉浦よしこ後援会 大 西 健 一 尾 藤 英 樹 四国中央市金生町下分６４４－２ 令和２年１０月７日

改 正 後 改 正 前

施設の名称 施設の所在地 定員（人） 施設の名称 施設の所在地 定員（人）

省略 省略

西条市総合体育館主

競技場
省略

西条市総合体育館主

競技場
省略

西条市東予農村環境

改善センター

西条市三芳１０２７番地

２
１００

省略 省略 省略

西条市アウトドアオ

アシス石鎚

西条市小松町新屋敷

乙２２番地２９
省略

西条市石鎚山ハイウ

ェイオアシス館

西条市小松町新屋敷

乙２２番地２９
省略

西条市小松農村環境

改善センター

西条市小松町大頭甲

１０４５番地１
２４０

省略 省略
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�橋淑子後援会 � 橋 淑 子 � 橋 秀 吉 西条市中野甲１４７９－１ 令和２年１０月１５日

市川みどり後援会 住 家 邦 和 市 川 みどり 西条市樋之口２６７－４ 令和２年１０月１６日

おのうえ正�後援会 河 内 紘 一 武 智 浩 喜多郡内子町内子１００１ 令和２年１０月２１日

塩崎たけひろ後援会 塩 � 雄 大 高 田 亮 西条市大町６９７－８ 令和２年１０月２１日

愛媛の政治を考える会 浦 瀬 明 小屋敷 隆 宇和島市丸の内五丁目６－２ 令和２年１０月２２日

�愛媛県選挙管理委員会告示第５６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和２年１１月２７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県四国中
央市第四支部 宇 � 英 治 会 計 責 任 者 宇 � 冨美子 谷 順 三 令和元年１１月１日

自由民主党愛媛県自動車
整備支部 萩 山 陽 右 代 表 者 萩 山 陽 右 日 野 利 一 令和２年６月１２日

自由民主党西予支部 兵 頭 学 会 計 責 任 者 小 玉 忠 重 菊 池 純 一 令和２年９月２７日

公明党中予総支部 大 � 啓 史 主たる事務所の所在地 松山市堀江町甲１４４５ー５ 松山市石風呂町９６０ 令和２年１０月４日

代 表 者 大 � 啓 史 雲 峰 広 行

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

愛媛県商工政治連盟 村 上 友 則 会 計 責 任 者 松 浦 哲 上 岡 茂 平成３０年６月１日

豊田康志後援会 豊 田 康 志 主たる事務所の所在地 新居浜市沢津町三丁目８－７ 新居浜市松の木町４－３ 令和元年６月１日

うだか英治後援会 石 川 � 則 代 表 者 石 川 � 則 森 實 隆 生 令和元年１１月１日

会 計 責 任 者 宇 � 冨美子 谷 順 三

愛媛県商工連盟連合会今
治支部 阿 部 健 会 計 責 任 者 阿 部 健 檜 垣 清 隆 令和元年１１月１日

井谷ゆきえ後援会 �須賀 順 子 主たる事務所の所在地 新居浜市大生院２５８ー７ 新居浜市萩生１１３６ー２ 令和２年３月２０日

あさぬま和子後援会 浅 湫 和 子 会 計 責 任 者 浅 湫 和 子 和 田 勉 令和２年５月１日

谷国光後援会 � 津 尚 次 代 表 者 � 津 尚 次 三 好 浩 平 令和２年９月１５日

会 計 責 任 者 � 尾 幸 茂 � 津 尚 次

愛媛県宅建政治連盟 西 川 広 一 代 表 者 西 川 広 一 � 増 稚養一 令和２年９月２８日

会 計 責 任 者 梶 原 俊 二 岡 田 泰 司

地球一新会 菅 秀二郎 政 治 団 体 の 名 称 地球一新会 愛媛一新会 令和２年９月３０日
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公営企業公告
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和２年１１月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

自由民主党愛媛県松山市第八支部 西 原 進 平 平成３１年４月３０日

日本維新の会衆議院愛媛県第２選挙
区支部 西 岡 新 令和元年５月３１日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

内 山 よ う こ 後 援 会 内 山 葉 子 平成２９年１２月３１日

中 田 広 後 援 会 佐々木 史 仁 平成３１年４月２９日

佐 々 木 文 義 後 援 会 佐々木 文 義 令和元年５月７日

中 政 勝 後 援 会 中 政 勝 令和元年５月７日

束 村 は る き 後 援 会 束 村 温 輝 令和２年１０月７日

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年１１月２７日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 入札に付する事項

� 件名

人工透析システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

人工透析システム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和３年７月１日から令和９年６月３０日まで

� 借入場所

愛媛県立新居浜病院

（愛媛県新居浜市本郷三丁目１番１号）

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

会 計 責 任 者 岩 崎 司 菅 美知子

風の会 大 政 博 文 主たる事務所の所在地 伊予郡松前町北川原１４９７ 伊予郡松前町西古泉２８５－１ 令和２年１０月１５日

中村たくぞう後援会 村 上 英 治 代 表 者 村 上 英 治 村 上 啓 二 令和２年１０月２２日

みつだ忠きのう、きょう、
あす、�万町を考える会 光 田 匡 志 主たる事務所の所在地 上浮穴郡�万高原町直瀬甲４８６９ 上浮穴郡�万高原町直瀬甲４８７２ 令和２年１０月２３日

代 表 者 光 田 匡 志 光 田 忠

�愛媛県選挙管理委員会告示第５８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和２年１１月２７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

� 橋 � 美 砥部町議会議員 �橋�美後援会 伊予郡砥部町千足１－１７ 令和２年１０月１日

� 橋 淑 子 西条市議会議員 �橋淑子後援会 西条市中野甲１４７９－１ 令和２年１０月１５日
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２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

令和３年１月７日（木）午前９時から同月１２日（火）午後１

時２９分まで

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）でダウン

ロード又は�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和３年１月１２日（火）午後１時３３分

愛媛県庁第二別館２階 公営企業管理局大会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき令和２年１２月１８日（金）午後５時００分までに提出しなけれ

ばならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Artificial

dialyzing system，１ set

� Time limit of tender：１：２９ p．m．，１２ January２０２１

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年１１月２７日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 入札に付する事項

� 件名

遠隔操作型内視鏡下手術支援ロボットシステムの借入れ

� 借入物品名及び数量

遠隔操作型内視鏡下手術支援ロボットシステム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和３年４月１日から令和９年３月３１日まで

� 借入場所

愛媛県立中央病院

（愛媛県松山市春日町８３番地）

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当
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する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

令和３年１月７日（木）午前９時から同月１２日（火）午後１

時２９分まで

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）でダウン

ロード又は�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和３年１月１２日（火）午後１時３０分

愛媛県庁第二別館２階 公営企業管理局大会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき令和２年１２月１８日（金）午後５時００分までに提出しなけれ

ばならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Remote

control type endoscopic surgery support robot system，１ set

� Time limit of tender：１：２９ p．m．，１２ January２０２１

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年１１月２７日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 入札に付する事項

� 件名

重症系モニタリングシステム・部門システムの購入

� 購入物品名及び数量

重症系モニタリングシステム・部門システム １式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

令和３年３月３１日（水）

� 納入場所

愛媛県新居浜市本郷三丁目１番１号

愛媛県立新居浜病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
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であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 公告で示す物品を納入期限内に確実に納入できることを証明

した者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

令和３年１月７日（木）午前９時から同月１２日（火）午後１

時２９分まで

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）でダウン

ロード又は�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和３年１月１２日（火）午後１時３９分

愛媛県庁第二別館２階 公営企業管理局大会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき令和２年１２月１８日（金）午後５時００分までに提出しなけれ

ばならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：Severe

monitoring system・ Department system，１ set

� Time limit of tender：１：２９ p．m．，１２ January２０２１

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年１１月２７日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 入札に付する事項

� 件名

産婦人科部門システムの購入

� 購入物品名及び数量

産婦人科部門システム １式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

令和３年７月２１日（水）

� 納入場所

愛媛県新居浜市本郷三丁目１番１号

愛媛県立新居浜病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、
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雑 報

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 公告で示す物品を納入期限内に確実に納入できることを証明

した者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

令和３年１月７日（木）午前９時から同月１２日（火）午後１

時２９分まで

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）でダウン

ロード又は�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和３年１月１２日（火）午後１時３６分

愛媛県庁第二別館２階 公営企業管理局大会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき令和２年１２月１８日（金）午後５時００分までに提出しなけれ

ばならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Obstetrics and gynecology department system，１ set

� Time limit of tender：１：２９ p．m．，１２ January２０２１

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�愛媛県内水面漁場管理委員会指示第２０号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項及び第１３０条第４項

の規定に基づき、次のとおり指示する。

なお、この指示は、令和２年１２月１日から施行する。

令和２年１１月２７日

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 本 多 義 雄

愛媛県内の河川及び湖沼（以下「内水面」という。）に生息しな

い水産動物（卵を含む。）を本県内水面に移植してはならない。た

だし、委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

令和２年１１月２７日 発行
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